
青森県特別免許状に関する教育職員検定要綱 

 

 （目的） 

第１ この要綱は、専門的な知識経験又は技能を有する社会人を学校教育に登用すること

を目的とする特別免許状を授与する際の教育職員検定について、青森県教育職員免許状

に関する規則（昭和４３年８月青森県教育委員会規則第１３号。以下「規則」という。）

第２５条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 

（教育職員検定） 

第２ 青森県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、特別免許状の授与を受け

ようとする者（以下「申請者」という。）から規則第７条の規定による特別免許状の授

与に係る申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとこ

ろによる教育職員検定を行い、申請者に特別免許状を授与することが適当であるかどう

かを判定するものとする。 

(1) 学力及び実務に関する検定 

   申請者が教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号。以下「免許法」という。）

第５条第３項第１号に該当すると認められることを要するものとし、次のアからウ

までに掲げるいずれかの事項に該当するか判断するものとする。 

   ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校又は次に掲げる

教育施設における取得しようとする特別免許状の教科に関する授業に携わった経

験（最低１学期間以上にわたること。） 

(ｱ) 平成３年文部省告示第９１号又は第１２０号により指定又は認定された在

外教育施設 

(ｲ) 日本国内にある教育施設であって、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に

対応する外国の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置づけられたもの 

(ｳ) 日本国内にある教育施設であって、その教育活動等について、次に掲げる団

体の認定を受けたもの 

・ アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体である

ウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ

（略称 WASC） 

・ アメリカ合衆国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシ

エーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル（略

称 ACSI） 

・ グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー市に主

たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・

スクールズ（略称 CIS） 

・ スイス連邦ジュネーブ市に主たる事務所が所在する団体であるスイス民

法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局（略称 IBO） 



   イ 営利企業、その他の法人（社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人等）又は外国にあ

る教育施設等における取得しようとする特別免許状の教科に関する専門分野に関

する勤務経験等（３年以上のものに限る。） 

ウ 公的資格、各種競技会及び展覧会等における受賞歴、申請者の著作物及び作品

等並びに上記以外の実務経験その他取得しようとする特別免許状の教科に関する

事項 

(2) 人物に関する検定 

申請者が免許法第５条第３項第２号に該当すると認められることを要するものと

し、次のアからウまでに掲げる書類により判断するものとする。  

ア 規則第７条第１号に規定する人物に関する証明書 

   イ 規則第７条第５号に規定する推薦書（同条第４号に規定する推薦書も含み２通

以上。申請者が勤務予定校以外の日本の学校における学校活動実績（臨時免許状

又は特別免許状の授与を受けて教科に関する授業に携わっている場合、特別非常

勤講師としての活動のほか、学習指導員等の活動も含む。）や学校外の活動におけ

る児童生徒への学習活動の支援実績がある場合には、当該学校の所轄庁等による

推薦書を含むことが望ましい。） 

ウ 規則第７条第６号に規定する申請者本人が作成する申請理由書 

(3) 身体に関する検定 

教員の職務を行うのに必要な健康状態であることについて、身体に関する証明書

（これに準ずるものを含む。）により、教育職員として支障のない健康状態であるか

判断するものとする。 

 

（推薦書の記載事項） 

第３ 申請者を任命又は雇用しようとする者（以下「任命者等」という。）は、規則第７

条第４号に規定する推薦書に次の事項を記載しなければならない。 

(1) 申請者を配置することにより実現しようとする教育内容 

(2) 申請者に対して特別免許状を授与する必要性 

(3) 申請者を任命又は雇用した後に勤務校において行う研修の実施計画 

(4) 申請者が担当する教科に関する学習指導要領等の共通理解のための体制 

(5) 申請者を配置する学校における特別免許状所有者の配置割合 

 

（意見聴取） 

第４ 教育長は、第２の規定による教育職員検定において、合格の決定をしようとすると

きは、免許法第５条第４項及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）

第６５条の４の規定により、学校教育に関し学識経験を有する者（大学の学長、教職課

程を有する学部の学部長、校長等）等（以下「学識経験者等」という。）の意見を聴く

ものとし、その方法は、学識経験者等が申請者に対して行う面接によるものとする。た

だし、既に臨時免許状や特別免許状の授与を受けて教科に関する授業に携わっている者

や特別非常勤講師制度等の活用により推薦を行う任命者又は雇用者が勤務実態を把握

している者について当該確認を行う場合その他教育長が適切と認める場合には、書面に



よる確認に代えることができるものとする。 

 

（合否の決定） 

第５ 青森県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、第４の規定により聴取した

意見を踏まえ教育職員検定の合否を決定するものとし、合格の決定を行ったときは、申

請者に特別免許状を授与する。 

２ 教育委員会は、教育職員検定について不合格の決定を行ったときは、任命者等に対し、

その旨を書面により通知するものとする。 

 

（その他） 

第６ この要綱に定めるもののほか、特別免許状の授与に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月２２日から施行する。 

 


